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2019 年 7 月 1 日 規則 第 24 号 
登録規則の一部を改正する規則 
 
「登録規則」の一部を次のように改正する。 

 
2 章 船級登録 

2.1 船級の登録 

2.1.1 一般* 
 
-1.及び-2.を次のように改める。 
 

-1. 本会は，船舶の次の(1)から(4)に掲げる事項について，別に定める検査，構造等に関

する規則（以下，本規則において「船級規則」という。）に基づき，本会検査員（以下，

本規則において「検査員」という。）による船級登録のための検査（安全管理システム及

び船舶保安システムの審査を含む。以下，本規則において「検査」という。）を行い，船

級規則に適合したと認めた場合，当該船舶に対して船級を付与し，これを 2.1.5 に定める

船級登録原簿に登録する。ただし，本会は，船級登録及び設備登録に関する業務提供の条

件 1.4-3.に基づき，検査の結果にかかわらず，当該船舶の船級登録を認めないことがある。 
(1) 船体及び船体艤装，機関，防火構造，脱出設備，消火設備，電気設備，復原性及び

満載喫水線 
(2) 海洋汚染防止設備等，安全設備，無線設備，居住衛生設備，揚貨設備，機関区域無

人化設備，潜水装置，船体防汚システム及びバラスト水管理設備等 
(3) 安全管理システム 
(4) 船舶保安システム 
-2. 前-1.(2)に掲げる設備については，本章の規定のほか 3 章の規定（3.1.1，3.1.2，3.2，

3.3，3.54 及び 3.76-2.の規定を除く。）を準用し，当該設備に対して符号を付与し，これを

3.1.5 に定める設備登録原簿に登録する。 
-3. 前-1.(3)に掲げる事項については，総トン数 500 トン以上の国際航海に従事する船舶

（旅客船，漁船及び公用に供する船舶を除く）に適用する。 
-4. 前-1.(4)に掲げる事項については，総トン数 500 トン以上の国際航海に従事する船舶

（旅客船，漁船並びに国が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用され

るものを除く。）に適用する。 

 
2.4 を削る。 
 

2.4 船級証書等 

2.4.1 船級証書及び仮船級証書 
-1. 本会は，2.1.1 により船級登録原簿に登録された船舶に対して船級証書（様式 1）を

発行する。なお，本会は，船級登録のための検査完了後検査員から現状良好の旨報告され
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た船舶に対して船級証書が発行されるまでの間，仮船級証書（様式 2）を発行する。 
-2. 本会は，前 2.2-1.により定期検査を受け，これに合格した船舶に対して，船級証書

を発行する。 
-3. 船級の登録を受けた船舶が，2.2-1.に定める船級維持検査のうち年次検査又は中間検

査を受けこれに合格したときは，その旨船級証書に裏書きする。 
-4. 推進機関及び帆装を有しない船舶（以下，「はしけ」という。）と当該はしけを押

して航行する推進機関を有する船舶（以下，「押船」という。）が結合して一体となって

航行する場合，当該はしけを特定する情報（船名，船級番号等）を当該押船の船級証書及

び仮船級証書に記載する。 

2.4.2 船級証書及び仮船級証書の有効期間* 
-1. 船級証書の有効期間は 5 年とする。 
ただし，船級証書は，定期検査を受け船級規則に適合したと認められたときは定期検査

を完了したときから 5 箇月間，船級規則の規定により本会の承認を得て定期検査を受ける

期日を延期するときには延期を承認された期間，当該船級証書の有効期間を延長すること

ができる。 
-2. 前-1.のただし書きにより有効期間を延長した船級証書は，その間に新船級証書が発

行されたときは，その効力を失う。 
-3. 仮船級証書の有効期間は 5 箇月とする。 
ただし，その間に船級証書が発行されたときは，その効力を失う。 
-4. 船級証書及び仮船級証書は，2.7 により船級登録が消除されたときは，その効力を

失う。 

2.4.3 船級証書等の保管，再発行又は書換え及び返還* 
-1. 船長は，船級証書又は仮船級証書を船内に保管し，本会から請求があった場合は，

これを提示しなければならない。 
-2. 船舶の所有者又は船長は，船級証書又は仮船級証書を紛失又は汚損したときは，す

みやかに本会に再発行の申込みをしなければならない。 
-3. 船舶の所有者又は船長は，船級証書又は仮船級証書の記載事項に変更を生じたとき

は，すみやかに本会に書換えの申込みをしなければならない。 
-4. 船舶の所有者又は船長は，2.4.1 により船級証書が発行されたとき又は仮船級証書の

発行の日から 5 箇月を経過したときは仮船級証書を，2.4.1-2.による発行並びに前-2.及び前

-3.による再発行又は書換えがなされたときは旧証書を直ちに本会に返還（紛失した場合を

除く。）しなければならない。 
-5. 船舶の所有者又は船長は，2.7 により船級登録を消除されたときは船級証書又は仮

船級証書を，直ちに本会に返還しなければならない。 
-6. 船舶の所有者又は船長は，-2.により船級証書又は仮船級証書が再発行された後，紛

失した船級証書又は仮船級証書を発見したときは，直ちに本会に返還しなければならない。 
 
2.5 から 2.8 を次のように改める。 
 

2.54 検査記録書 

-1. 本会は，2.1.1 及び 2.2 に定める検査が完了した船舶に対して，検査記録書を発行す
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る。 
-2. 2.4.3 の規定（2.4.3-3.及び-4.を除く。）は，検査記録書について準用する。この場

合において 2.4.3 の規定中「船級証書又は仮船級証書」とあるのは，「検査記録書」と読

み替える。検査記録書の保管，再発行又は書換え及び返還については，次の(1)から(4)によ

ること。 
(1) 船長は，検査記録書を船内に保管し，本会から請求があった場合は，これを提示し

なければならない。 
(2) 船舶の所有者又は船長は，検査記録書を紛失又は汚損したときは，すみやかに本会

に再発行の申込みをしなければならない。 
(3) 船舶の所有者又は船長は，2.6 により船級登録を消除されたときは検査記録書を，

直ちに本会に返還しなければならない。 
(4) 船舶の所有者又は船長は，(2)により検査記録書が再発行された後，紛失した検査

記録書を発見したときは，直ちに本会に返還しなければならない。 

 
2.65 船級維持証明書等* 

-1. 本会は，船舶の所有者又は所有者の同意を得た者に対し，申込みにより当該船舶に

ついて船級登録が維持されている期間等に係る船級維持証明書を発行する。 
-2. 本会は，船舶の所有者又は所有者の同意を得た者に対し，申込みにより当該船舶に

ついて船級登録原簿に登録された事項に係る証明書を発行する。 

 
2.76 船級登録の消除 

本会は，船級登録を受けた船舶が，次の(1)から(6)のいずれかに該当する場合は，船級登

録を消除し，船舶の所有者にその旨を通知する。 
(1) 船舶の所有者から船級登録消除の申込みがあったとき 
(2) 船舶の解撤，沈没等のため，再び使用できないと本会が認めたとき 
(3) 2.2 に定める検査に合格しないものと検査員から報告され，本会がこれを認めたと

き 
(4) 2.2 に定める検査を受けないとき 
(5) 検査手数料が支払われないとき 
(6) 船級登録及び設備登録に関する業務提供の条件 1.4-3.に該当したとき 

 
2.87 再登録 

船級登録を消除された船舶について，当該船舶の所有者は，再登録を申込むことができ

る。再登録を受ける船舶の船級は，本会が当該船舶の現状，船級登録を消除されたとき

の船級符号を考慮して定める。 
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3 章 設備登録 

3.4 を削る。 

 
3.4 設備証書等 

3.4.1 設備証書及び仮設備証書 
本会は，2.1.1-2.及び 3.1.2 により設備登録原簿に登録された設備に対して設備証書（様

式 3）を発行する。なお，本会は，設備登録のための検査完了後検査員から現状良好の旨

報告された設備に対して設備証書が発行されるまでの間，仮設備証書（様式 4）を発行す

る。 

3.4.2 設備証書及び仮設備証書の失効 
-1. 設備証書及び仮設備証書は，3.7-1.により設備の登録が消除されたときは，その効力

を失う。 
-2. 仮設備証書は，設備証書が発行されたときは，その効力を失う。 

3.4.3 設備証書等の保管，再発行又は書換え及び返還* 
本章に定める設備証書及び仮設備証書の保管，再発行又は書換え及び返還については，

2.4.3 の規定を準用する。この場合において 2.4.3 の規定中「船級証書又は仮船級証書」と

あるのは，「設備証書又は仮設備証書」と読み替える。 

 
3.5 から 3.8 を次のように改める。 
 

3.54 検査記録書 

-1. 本会は，3.1.2 及び 3.2 に定める検査が完了した設備に対して，検査記録書を発行す

る。 
-2. 2.4.3 の規定（2.4.3-3.及び-4.を除く。）は，検査記録書について準用する。この場

合において 2.4.3 の規定中「船級証書又は仮船級証書」とあるのは，「検査記録書」と読

み替える。検査記録書の保管，再発行又は書換え及び返還については，2.4-2.の規定による

こと。 

 
3.65 設備登録維持証明書等* 

-1. 本会は，船舶の所有者又は所有者の同意を得た者に対し，申込みにより当該設備の

登録が維持されている期間等に係る設備登録維持証明書を発行する。 
-2. 本会は，船舶の所有者又は所有者の同意を得た者に対し，申込みにより当該設備に

ついて設備登録原簿に登録された事項に係る証明書を発行する。 

 
3.76 設備の登録の消除等 

-1. 本会は，登録を受けた設備が次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は，その登録
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を消除し，当該設備を備える船舶の所有者にその旨を通知する。 
(1) 当該設備を備える船舶の所有者から当該設備の登録消除の申込みがあったとき 
(2) 当該設備が船舶から撤去されたとき，又は当該設備が再び使用できないと本会が認

めたとき 
(3) 3.2 に定める検査に合格しないものと検査員から報告され，本会がこれを認めたと

き 
(4) 3.2 に定める検査を受けないとき 
(5) 検査手数料が支払われないとき 
(6) 当該設備を備える船舶がその船級登録を消除されたとき 
(7) 船級登録及び設備登録に関する業務提供の条件 1.4-3.に該当したとき 
-2. 前-1.(4)又は(5)の場合については，本会は，登録の消除を別に定める期間猶予し，

設備証書又は仮設備証書当該設備登録の効力を一時停止することがある。 

 
3.87 再登録 

登録を消除された設備について，当該設備を備える船舶の所有者は，再登録を申込むこ

とができる。再登録を受ける設備の登録は，本会が当該設備の現状，登録を消除された

ときの符号を考慮して定める。 
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4 章及び 5 章を 5 章及び 6 章に改め，4 章として次の 1 章を加える。 

 
4 章 船級証書 

4.1 船級証書等 

4.1.1 船級証書及び仮船級証書 
-1. 本会は，2.1.1 により船級登録原簿に登録された船舶に対して船級証書を発行する。

なお，本会は，船級登録のための検査完了後検査員から現状良好の旨報告された船舶に対

して船級証書が発行されるまでの間，仮船級証書を発行する。 
-2. 本会は，前 2.2-1.により定期検査を受け，これに合格した船舶に対して，船級証書

を発行する。 
-3. 船級の登録を受けた船舶が，2.2-1.に定める船級維持検査のうち年次検査又は中間検

査を受けこれに合格したときは，その旨船級証書に裏書きする。 
-4. 推進機関及び帆装を有しない船舶（以下，「はしけ」という。）と当該はしけを押

して航行する推進機関を有する船舶（以下，「押船」という。）が結合して一体となって

航行する場合，当該はしけを特定する情報（船名，船級番号等）を当該押船の船級証書及

び仮船級証書に記載する。 

4.1.2 船級証書及び仮船級証書の記載事項 
-1. 船級証書には，船級登録原簿及び設備登録原簿に記載される事項のうち，4.2 に規

定する様式 1 に掲げる事項を記載する。 
-2. 仮船級証書には，船級登録原簿及び設備登録原簿に記載される事項のうち，4.2 に

規定する様式 2 に掲げる事項を記載する。 
-3. 船級証書には，前-1.の事項に加えて，本会の適当と認める事項を付録に記載するこ

とがある。 

4.1.3 船級証書及び仮船級証書の有効期間* 
-1. 船級証書の有効期間は 5 年とする。ただし，船級証書は，定期検査を受け船級規則

に適合したと認められたときは定期検査を完了したときから 5 箇月間，船級規則の規定に

より本会の承認を得て定期検査を受ける期日を延期するときには延期を承認された期間，

当該船級証書の有効期間を延長することができる。 
-2. 前-1.のただし書きにより有効期間を延長した船級証書は，その間に新船級証書が発

行されたときは，その効力を失う。 
-3. 仮船級証書の有効期間は 5 箇月とする。ただし，その間に船級証書が発行されたと

きは，その効力を失う。 
-4. 船級証書及び仮船級証書は，2.6 により船級登録が消除されたときは，その効力を

失う。 

4.1.4 船級証書等の保管，再発行又は書換え及び返還* 
-1. 船長は，船級証書又は仮船級証書を船内に保管し，本会から請求があった場合は，

これを提示しなければならない。 
-2. 船舶の所有者又は船長は，船級証書又は仮船級証書を紛失又は汚損したときは，す
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みやかに本会に再発行の申込みをしなければならない。 
-3. 船舶の所有者又は船長は，船級証書又は仮船級証書の記載事項に変更を生じたとき

は，すみやかに本会に書換えの申込みをしなければならない。 
-4. 船舶の所有者又は船長は，4.1.1 により船級証書が発行されたとき又は仮船級証書の

発行の日から 5 箇月を経過したときは仮船級証書を，4.1.1-2.による発行並びに前-2.及び前

-3.による再発行又は書換えがなされたときは旧証書を直ちに本会に返還（紛失した場合を

除く。）しなければならない。 
-5. 船舶の所有者又は船長は，2.6 により船級登録を消除されたときは船級証書又は仮

船級証書を，直ちに本会に返還しなければならない。 
-6. 船舶の所有者又は船長は，-2.により船級証書又は仮船級証書が再発行された後，紛

失した船級証書又は仮船級証書を発見したときは，直ちに本会に返還しなければならない。 

 
4.2 船級証書及び仮船級証書の様式 

4.2.1 船級証書及び仮船級証書の様式 
船級証書及び仮船級証書の様式は，次に掲げる様式 1 及び様式 2 とする。 
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様式 1(a) 
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様式 1(b) 
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様式 2 
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5 章を次のように改める。 
45 章 手数料及び経費 

45.1 手数料 

本会は，次の(1)から(3)に該当する場合は，別に定めるところにより手数料を申受ける。 
(1) 本規則に基づく検査を行ったとき 
(2) 本規則に基づく証書の再発行もしくは書換え又は写しもしくは抄本の発行を行っ

たとき 
(3) 2.65 及び 3.65 による証明書等の発行，再発行を行ったとき 

 
45.2 経費 

本会は，本規則に基づく検査を行ったとき，別に定めるところにより旅費等の経費を申

受ける。 
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6 章を次のように改める。 
56 章 雑則 

56.1 情報の提供* 

船舶の所有者は，本会が登録の維持に関し必要と認める十分，かつ，正確な情報を提供

しなければならない。 

 
56.2 不服の申し立て* 

本規則によって行った検査に関して不服があるときは，検査申込み者は，本会に対し，

別に定める期間内に文書をもって再検査を要求することができる。 

 
56.3 国籍の変更* 

日本以外の国籍を有する船舶が日本籍になろうとするときには，2.1.1-1.に掲げる事項に

ついて船級規則に適合していることの確認を受けなければならない。 
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様式 1(a)を削る。 

 
様式 1(a) 
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様式 1(b)を削る。 

 
様式 1(b) 
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様式 2 を削る。 

 
様式 2 
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様式 3 を削る。 

 
様式 3 
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様式 4 を削る。 

 
様式 4 
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附  則 
 

1. この規則は，2019 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 施行日以降に船級証書発行の申込みをする船舶以外の船舶にあっては，この規則

による規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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2019 年 第 2 回 一部改正 

2019 年 7 月 1 日   達 第 33 号 

2019 年 1 月 30 日 技術委員会 審議 



 

1 

2019 年 7 月 1 日 達 第 33 号 
登録規則細則の一部を改正する達 
 
「登録規則細則」の一部を次のように改正する。 

 
2 章 船級登録 

2.1 船級の登録 

2.1.5 を次のように改める。 

2.1.5 船級登録原簿 
規則 2.1.5-2.にいう注記は船級証書にも記載する。なお，注記は船級符号への付記ではな

く情報を示すものである。 

 
2.2 船級登録の維持 

-4.として次の 1 項を加える。 
 

-1. 規則 2.2-2.でいう「主要な変更又は改造」とは，例えば船体延長，用途変更，主機

換装等をいう。 
-2. 規則 2.2-1.でいう「特殊な事情」とは，例えば，荒天遭遇又は海難事故等不可抗力

的な事情により，予定されている検査の時期に検査を行うことが困難な状況をいう。 
-3. 規則 2.2 の適用上，規則 2.1.3-2.の規定による付記に関する事項（2.1.3-3.(2)(a)及び(b)

に掲げる付記を除く）については，船級登録を維持するための条件としない。当該付記の

維持については次による。 
(1) 2.1.3-3.(1)(a)から(e)に掲げる付記にあっては，該当するガイドラインに従って定期

的に確認を行う。 
(2) 2.1.3-3.(1)(f)に掲げる付記にあっては，海洋汚染防止のための構造及び設備規則 2

編 1.3.2-2.に従って定期的に確認を行う。 
(3) 2.1.3-3.(1)(g)に掲げる付記にあっては，本会が別途適当と認める指針等に従って確

認を行う。 
-4. 規則 2.2 の適用上，規則 2.1.1-2.に基づき登録された設備以外の設備に関する事項は

船級登録を維持するための条件としない。 

 
2.4 を削る。 
 

2.4 船級証書等 

2.4.2 船級証書及び仮船級証書の有効期間 
船級証書の有効期間は，発行日から登録検査あるいは定期検査の完了日から起算して 5

年を経過する日までの間とする。ただし，船舶が，船級証書の有効期間が満了する日の 3
ヶ月前から当該期間が満了する日迄の間に定期検査に合格した場合又は船級証書が満了
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する日以降に定期検査に合格した場合（改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に

供することが出来ない場合その他本会が適当と認める場合を除く。）は，発行日から当該

船級証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して 5 年を経過する日迄の間とする。 

2.4.3 船級証書等の保管，再発行又は書換え及び返還 
船級証書又は仮船級証書の再発行又は書換えは，本部又は支部・事務所に文書にて申込

むものとする。 

 
2.5 を次のように改める。 
 

2.65 船級維持証明書等 

規則 2.65 でいう所有者の同意は，文書をもってなされるものとする。 

 
 

 

3 章 設備登録 

3.4 を削る。 
 

3.4 設備証書等 

3.4.3 設備証書等の保管，再発行又は書換え及び返還 
-1. 設備証書又は仮設備証書の再発行又は書換えの申込みについては，2.4.3 を準用する。 
-2. 規則 3.2-2.により設備登録原簿の登録事項が変更された場合は，設備証書を書換え

ることがある。 

 
3.6 を次のように改める。 
 

3.65 設備登録維持証明書等 

設備登録維持証明書等の発行については，2.65 の規定を準用する。 
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4 章として次の 1 章を加える。 
 

4 章 船級証書 

4.1 船級証書等 

4.1.3 船級証書及び仮船級証書の有効期間 
船級証書の有効期間は，発行日から登録検査あるいは定期検査の完了日から起算して 5

年を経過する日までの間とする。ただし，船舶が，船級証書の有効期間が満了する日の 3
ヶ月前から当該期間が満了する日迄の間に定期検査に合格した場合又は船級証書が満了

する日以降に定期検査に合格した場合（改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に

供することが出来ない場合その他本会が適当と認める場合を除く。）は，発行日から当該

船級証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して 5 年を経過する日迄の間とする。 

4.1.4 船級証書等の保管，再発行又は書換え及び返還 
船級証書又は仮船級証書の再発行又は書換えは，本部又は支部・事務所に文書にて申込

むものとする。 
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5 章を次のように改める。 
56 章 雑則 

56.1 情報の提供 

-1. 規則 56.1 にいう情報の提供とは，次のものをいう。 
(1) 本会の要請により行うもの 
(2) 船舶の所有者又は船長が必要と判断し行うもの 
-2. 本邦外においてPORT STATE CONTROLにより欠陥等を指摘されたときは，前-1.(1)

により遅滞なくその事実を本会に通知しなければならない。 
-3. 海難にかかり，管海官庁に海難報告書を提出する必要があるときは，本会の検査を

受けるか否かにかかわらず，前-1.(2)によりその事実を本会に通知しなければならない。 

 
56.2 不服の申し立て 

規則 56.2 にいう別に定める期間とは，検査の完了日の翌日から起算して 30 日以内とす

る。 

 
56.3 国籍の変更 

規則 56.3 による確認の結果，規則 2.1.1-1.により必要とされる事項が登録されていない

場合には，当該事項について規則に基づき検査員による船級維持のための検査を受けな

ければならない。 
 
 
 
 
 

附  則 
 

1. この達は，2019 年 7 月 1 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 施行日以降に船級証書発行の申込みをする船舶以外の船舶にあっては，この達に

よる規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 


